
大和市告示第１２６号 

大和市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業実施要綱の一部を改正する要綱を次の

ように定める。 

令和６年７月１２日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業実施要綱の一部を改正する要 

綱 

大和市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業実施要綱（令和５年大和市告示第１３１

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「原油価格及び物価の高騰」を「エネルギー、食料品等の物価高騰」に改める。 

第２条第５号を同条第６号とし、同条第４号中「令和５年１２月１日」を「令和６年６月３日」

に改め、同号を同条第５号とし、同条第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次

の１号を加える。 

(2) 令和５年度給付金 大和市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業実施要綱の一

部を改正する要綱（令和６年大和市告示第 号）による改正前の大和市電力・ガス・食料品等

価格高騰重点支援給付金事業実施要綱（以下「改正前要綱」という。）に基づく改正前要綱第

２条第１号に掲げる給付金をいう。 

第３条第２項第１号中「令和５年度分」を「令和６年度分」に改め、同項に次の１号を加える。 

(4) 令和５年度給付金の支給対象者の属する世帯（改正前要綱第４条第１項第３号に掲げるこど

も加算対象世帯及び同項第４号に掲げる家計急変世帯を除く。） 

第４条第１項第１号及び第２号中「令和５年度分」を「令和６年度分」に改め、同項第３号中

「非課税世帯又は」を「改正前要綱第４条第１項第１号に規定する非課税世帯又は同項第２号に規

定する」に、「対象こども」を「対象こども（令和５年度市町村民税分）」に、「こども加算対象

世帯」を「令和５年度分こども加算対象世帯」改め、同項第４号を次のように改める。 

 (4) 非課税世帯又は均等割のみ課税世帯のうち、基準日又は申請日時点で平成１８年４月２日

から令和６年１０月３１日までに生まれた者（以下「対象こども（令和６年度市町村民税

分）」という。）が属する世帯（別世帯の世帯主である対象こども（令和６年度市町村民税

分）と生計を一にする世帯を含む。以下「令和６年度分こども加算対象世帯」という。）の世

帯主 

第５条第１項第１号中「又は家計急変世帯」を削り、「７０，０００円」を「１００，０００円



（改正前要綱第４条第１項第４号に掲げる家計急変世帯の世帯主にあっては、当該額から当該世帯

主が給付を受けた令和５年度給付金の額を控除した額。次号において同じ。）」に改め、同項第３

号中「こども加算対象世帯」を「令和５年度分こども加算対象世帯」に、「対象こども」を「対象

こども（令和５年度市町村民税分）」に、「対象子ども」を「対象こども（令和５年度市町村民税

分）」に」改め、「５０，０００円」の次に「（改正前要綱第４条第１項第３号に掲げるこども加

算対象世帯の世帯主にあっては、当該額から当該世帯主が給付を受けた令和５年度給付金の額を控

除した額）」を加え、同項に次の１号を加える。 

(4) 令和６年度分こども加算対象世帯 世帯に属する対象こども（令和６年度市町村民税分）（当

該世帯の世帯主である対象こども（令和６年度市町村民税分）を除き、生計を一にする別世帯の

世帯主である対象こども（令和６年度市町村民税分）を含む。）１人につき５０，０００円 

第６条前段を次のように改める。 

  市長は、支給対象者のうち、令和５年度給付金の支給手続において本市が金融機関の口座情報

を保有しているものに、給付金を受給することができる旨の通知書及び大和市電力・ガス・食料

品等価格高騰重点支援給付金受取拒否の届出書を送付する。 

第７条第２項中「旧価格高騰給付金」を「令和５年度給付金」に改め、同項ただし書中「大和市

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給口座登録に係る届出書（７万円）」を「大和市

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給口座登録に係る届出書」に改める。 

第８条中「申請者（第６条前段の規定による通知書の送付を受けた者を除く。）は、次の表」を

「市長は、支給対象者（第６条前段の規定による通知書の送付を受けた者を除く。）に次の表に掲

げる世帯の区分に応じ、同表に定める書類を送付する。この場合において、給付金の支給を受けよ

うとするもの（以下「申請者」という。）は、同表」に改め、「定める書類」の次に「、振込先金

融機関の口座の通帳等の写し」を加え、同条ただし書を削り、同条の表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



世帯の区分 提出書類 提出期限 

非課税

世帯又

は均等

割のみ

課税世

帯 

(1) 本市が現有公簿等に

より当該世帯が非課税

世帯又は均等割のみ課

税世帯であると確認で

きる世帯 

大和市電力・ガス・食料品等価格

高騰重点支援給付金支給要件確認

書（非課税又は均等割のみ課税世

帯分・こども加算分） 

令和６年１０月３１日 

(2) 前号に掲げる世帯以

外 

 

 

 

大和市電力・ガス・食料品等価格

高騰重点支援給付金申請書 （非

課税又は均等割のみ課税世帯分・

こども加算分）（請求書） 

令和５

年度分

こども

加算対

象世帯 

(1) 本市が現有公簿等に

より当該世帯が令和５

年度分こども加算対象

世帯であると確認でき

る世帯 

大和市電力・ガス・食料品等価格

高騰重点支援給付金支給要件確認

書（こども加算対象世帯分） 

令和６年８月３１日

（ただし、当該対象こ

ども（令和５年度市町

村民税分）が令和６年

８月１日から同月３１

日までに出生した者で

ある場合は、別に定め

る日） 

(2) 前号に掲げる世帯以

外 

大和市電力・ガス・食料品等価格

高騰重点支援給付金申請書（請求

書）（こども加算対象世帯分） 

令和６

年度分

こども

加算対

象世帯 

(1) 本市が現有公簿等に

より当該世帯が令和６

年度分こども加算対象

世帯であると確認でき

る世帯 

大和市電力・ガス・食料品等価格

高騰重点支援給付金支給要件確認

書（非課税又は均等割のみ課税世

帯分・こども加算分） 

令和６年１０月３１日

（ただし、当該対象こ

ども（令和６年度市町

村民税分）が令和６年

１０月１日から同月３

１日までに出生した者

である場合は、別に定

める日） 

(2) 前号に掲げる世帯以

外 

大和市電力・ガス・食料品等価格

高騰重点支援給付金申請書（非課

税又は均等割のみ課税世帯分・こ

ども加算分）（請求書） 



第８条に次の１項を加える。 

２ 前項の手続は、大和市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１７年大

和市条例第２５号）及び大和市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

（平成１７年大和市規則第６１号）の規定の例により、同条例第３条に規定する電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができる。 

第９条中「より」の次に「当該申請者に」を加える。 

第１１条第１項中「市長が」を「市長は、」に改め、同項中「まで」を「までに」に改める。 

附則第２項中「令和６年１０月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める。 

別表第１号様式の項中「大和市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金受取拒否の届出書

（７万円）」を「大和市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金受取拒否の届出書」に改め、

同表第２号様式の項を削り、同表第３号様式の項中「第３号様式」を「第２号様式」に改め、同表

第４号様式の項中「第４号様式」を「第３号様式」に、「大和市電力・ガス・食料品等価格高騰重

点支援給付金支給口座登録に係る届出書（７万円）」を「大和市電力・ガス・食料品等価格高騰重

点支援給付金支給口座登録に係る届出書」に改め、同表第５号様式の項中「第５号様式」を「第４

号様式」に改め、同表第６号様式の項中「第６号様式」を「第５号様式」に、「大和市電力・ガ

ス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書（７万円）」を「大和市電力・ガス・食料品

等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書（非課税又は均等割のみ課税世帯分・こども加算分）」

に改め、同表第７号様式の項中「第７号様式」を「第６号様式」に、「大和市電力・ガス・食料品

等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書（均等割のみ課税世帯分）」を「大和市電力・ガス・食

料品等価格高騰重点支援給付金申請書（非課税又は均等割のみ課税世帯分・こども加算分）（請求

書）」に改め、同表第８号様式の項中「第８号様式」を「第７号様式」に改め、同表第９号様式の

項及び第１０号様式の項を削り、同表第１１号様式の項中「第１１号様式」を「第８号様式」に改

め、同表第１２号様式の項及び第１３号様式の項を削り、同表第１４号様式の項中「第１４号様

式」を「第９号様式」に改める。 

別記前段中「は、令和５年度」を「は、令和６年度」に、「場合、令和５年度」を「場合又は令

和６年度」に改め、同記中「又は令和５年１１月から申請日の属する月までの任意の１月の収入若

しくは所得を基に算定した１年間の収入見込額若しくは所得見込額が令和５年度の市町村民税均等

割が非課税となる水準に相当する額以下である場合」を削り、「対象こども」を「対象こども（令

和５年度市町村民税分）」に改め、「額を」の次に「、令和６年度の市町村民税均等割非課税者に

該当する者又は令和６年度の市町村民税均等割のみ課税者に該当する者が対象こどもを現に扶養し

ていると市長が認めるときは、第５条第１項第４号に定める額を」を加える。 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公表の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の大和市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支

援給付金事業実施要綱の規定により支給した給付金に係る返還については、なお従前の例による。 

 


